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関住協だより 

 

 

 

 

 

 

個人会員のつどい開催 
  

 ７月６日に個人会員のつどいが行われ

８名の参加がありました。 

 個人会員のつどいは２００７年に行わ

れてから１２年ぶりの開催です。 

 児島世話人の司会で進められ、最初に

淺雛世話人会代表より、意見を忌憚なく

出し討論していただきたいと挨拶があり、

自己紹介もかねて個人会員になった動機

等が参加者から語られました。ほとんど

の参加者から、管理組合の役員になり、

組合運営や修繕工事について、また、管理会社との関係に悩んでいた時に、紹介されたり

セミナー等に参加し、関住協や集合住宅維持管理機構を知った。特に修繕工事では機構に

コンサルタントとして依頼し行ったことが報告されました。 

 主な意見として、 

 

 ① 管理会社が管理組合の運営をにぎっている。理事は一年交代なので管理会社は理事を 

   上からの目線で見ている。⇒自らの組合であることを自覚し主導権を握れるよう努力 

   する必要があるのではないか。また、理事会の自主性によって管理会社を活用してい 

   く必要があるとの意見がありました。（９月２８日（土）「管理会社との付き合い方」 

   開催。） 

 ② 関住協に個人会員として期待する事、関住協から個人会員に期待する事の論議を深 

   める必要があるのではないか。 

 ③ 役員の高齢化の問題。 

 ④ 新理事の勉強会（区分所有法、標準管理規約等）開催等の要望。 

 

これらについては検討し進めていくことになりました。 

 

 

～～～居住者向け～～～ 
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第 133 回工事見学会 

白紙から納得の工事へ 

                       サンクタス南千里管理組合 

  

 吹田市の阪急千里線南千里駅から直結

の陸橋を渡ると、総戸数５３戸のサンクタ

ス南千里の２階の入り口だ。地上７階、地

下１階建てで、南北方向の横長に各戸が一

直線につながり、３基のエレベーターを、

２、３戸単位で使用する。築後 15 年目で

初めての大規模改修工事の３割の段階で

の見学会であった。今回は竣工時と同じタ

イルを特注で焼かせたとのことで、外観の

デザイン仕様を大事にされている。 

 管理組合の取り組みの経験報告として、修繕委員会の６名全員が出席され、委員長から

密度の高い実践的な取り組みとその評価や感想が、質疑を含めて１時間語られた。修繕委

員会は理事会（６名の半数が毎年交替）の諮問機関であるが、独立性が高く、ほぼ毎月１

回２時間（読書勉強会では４時間も）の委員会の議事録を、翌週の理事会に提出し、住民

には委員会専用の大型掲示板に議事録という見出しを常備して公開、周知させている。 

 委員は、理事会から選抜され、全員が建築業や修繕委員などとは無縁の「素人」だった。

結束して勉強し、着実に歩みを進め、今春の工事開始までの２年間に 24 回の委員会など、

44 件の充実した活動記録がある。その「大規模修繕工事へ向けての取り組み」によると— 

 １．委員会立ち上げ：国交省の修繕のガイドライン⇒管理会社の簡易診断⇒管理規約に 

   修繕委員会細則を追加 

 ２．工事情報の収集、勉強会：集合住宅維持管理機構の訪問型勉強会。修繕履歴等の確 

   認。他マンション聞き取り。 

 ３．方向性、スケジュールの決定：設計監理方式。 

 ４．コンサルタントの採用：公募。 

 ５．施工業者の選定：公募。 

 ６．課題。 
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 方向性としては、「基本は竣工当

時の状態へ戻す（資産価値の保全、

耐用年数の延長、安全性の確保）」

と現実的な工事内容の範囲を明確

に限る判断を下された。即ち、昨年

の地震と台風によるタイル落下な

ど安全面は優先扱いし、駐車場やエ

レベーター、長期修繕計画策定、修

繕積立金額の見直しは完工後の課

題となっている。 

 最初に、管理会社（系列の建設会

社）の見積額は、正に管理組合の修繕積立金の額で、高価だと判断し斥けた。機構の訪問

型勉強会後、公募によるコンサルタントとして機構の採用までに９ヶ月もかける慎重さだ。

工事の方向性や時期など、委員会で勉強、協議を重ね、理事会や住民、管理会社、工事関

係者などと連携して工事を順調に進めておられる。 

 質疑の中で、「管理会社が修繕委員会や管理組合の意向を聞かずに、改修工事業者の選定

や発注をして困惑している」との声が複数あった。機構や関住協にも寄せられる問題だ。 

今回の見学会は、管理会社やコンサルタント任せにせず、管理組合の方々の白紙の状態か

らの周到な準備が大規模改修工事を成功させたものだった。今後とも、多くの方が講座や

見学会に参加し管理組合の活動に活かされることを期待する見学会だった。 

 

 

 

 

 あちこちのマンションニュースから 

 －72％の管理組合が役員報酬を支払っている。福管連の会員調査から－ 

福岡マンション管理組合連合会（福管連）が 2018 年 7 月に行った会員宛のアンケート

調査によれば、役員報酬を支払っているマンションは 72％になっていて古いマンション程

支払っている割合が高く、また自主管理のマンション程支払比率が高く 96％が支払ってい

ると言う。これに対して、委託管理のマンションでは支払っているのは 68.2%で、3 割強

のマンションでは支払っていないと言う。さて、関西のマンションではどうなのでしょう

か。皆さんのマンションではどうされていますか。金額は調査されていないのですが、ま

ったくの無報酬より少ない額でも報酬があった方が良いのではという意見もあります。 

（「福管連だより」280 号 2019 年 1 月 1 日号より） 
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第 117 回 マンション管理実践講座 

失敗しない！ 「長期修繕計画の策定と活用」 

 

 ５月２５日、集合住宅維持管理機構とマンシ

ョン管理支援の関住協共催のマンション管理実

践講座がアイカビルでありました。講師は機構

の後藤主任専門委員（一級建築士）です。 

１．長期修繕計画とは…今後の工事の内容、 

  時期、概算費用や修繕積立金の根拠を明 

  確にし、工事に関する長期修繕計画につ 

  いて、あらかじめ合意しておくことが必要。 

 

２．どのように進めるか…専門委員会の設立とコンサルタントを選ぶこと、調査・診断に 

  よる劣化状況が分からなければ計画立案もできないことが強調された。 

３．長期修繕計画の策定には…立案の時期、期間、対象、修繕費の算定等が必要。 

４．修繕積立金の立案…基本条件の確認・検討や修繕積立金の検討等が必要。 

５．長期修繕計画の運用・管理…修繕時期の実施判断、計画はあくまで予定で専門家 

  の判断が必要、経済変動等が生じた時等に計画の見直しが必要「概ね５年毎に」と、 

  ５項目について詳しく説明がありました。 

 長期修繕計画は積立金の運用に関する計画で、建物の状況によって修繕時期や仕様は変

更されるものであることが説明されました。 

 長期修繕計画の必要性がよくわかる講座でした。 
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第 118 回 マンション管理実践講座 

実例に学ぶ大規模改修工事 

 

 大規模改修工事の概要

を、最近の現場の写真や図

表を交え、パワーポイント

で100枚をこえる解説で学

ぶ、質量ともに充実した実

践的な講座だった。 

 管理組合の取組みの出

発点として、国交省や地方

自治体などの最新の法令

や、管理組合規約の確認

（区分所有法、共用部分の範囲、建替えなど）、建物の概要と修繕履歴、専門の修繕委員会

等の設置と規則、修繕費と（長期）修繕計画などの確認が必須である。 

 調査診断と設計監理は重要で、「何を依頼するのか」を知って機構のようなコンサルタン

トに依頼したい。そのためには、講座や見学会に参加して知識を深めるのも望ましい。 

 管理組合の役割として大事なのは―何事もまかせきりにしない、無理な依頼はしない、 

疑問点は必ず確認（質問）する、報告は必ず受ける（求める）。 
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 あちこちのマンションニュースから 

2018 年度のマンション総合調査の結果が国土交通省から発表された。①マンションの居

住状況 ②管理事務委託の状況 ③建物・設備の維持管理状況 ④管理組合運営の状況な

ど多くの項目を含んでいるのだが、興味のある項目を見てみることにしたい。 

マンションに暮らす世帯主の年齢についてみると、40代18.9％、50代24.3%、60代27％、

70 代 19.3％とあり、50 代が最も多いのだが、過去と比べると 70 代以上が増えていて、高

齢化の傾向が見て取れる。理事など役員の年齢を見ると、40 代 22.6%、50 代 26.2％、60

代 25.3％、70 代 14.4％となっていて、40 代、50 代が上記の世帯主の比率より多く、高齢

層の負担をカバーしているように思われる。 

マンションでの永住意識を見ると「永住するつもり」62.8％となっていて、2013 年度の

調査より 10.4％上昇している。平成 5 年度（1993）の調査までは「いずれは住み替えるつ

もり」の方が「永住するつもり」より多かったのだが、1999 年度の調査で逆転し、その後

永住意思は増え続けている。マンションを終の棲家とする考え方が定着してきているよう

だ。 

管理費を見てみると、戸当たり月額は平均 10,862 円（駐車場使用料などを含むと 15,956

円）修繕積立金は同 11,243 円（同 12,268 円）となっている。 

管理費等の滞納が 1 年以上ある管理組合の比率は、近畿では 17.3％あって、全国で見て多

い方だ。 

管理委託しているマンションは 74.1％で、分譲時に分譲業者が提示した管理会社のとこ

ろが 73.1％とのことだ。 
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集合住宅維持管理機構との共催の催しもの案内 

 
     （ここに紹介するものの詳細については管理組合に送っているチラシを参照してください。

また機構事務局に問い合わせてください。Tel:06-4708-7790 Fax:06-4708-7791） 

 

＜マンション管理実践講座＞ 場所は、アイカビル 5 階会議室 

・第120回 2019年8月31日（土）13：30「電気設備の修繕とグレードアップ」 

      北村 順一 主任専門委員 

・第121回 2019年9月28日（土）13：30「管理組合運営編～管理会社との付き合い方」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

マンションの困りごと。お気軽にお電話下さい。 

 

定例の相談日 

毎月第 1，３の土曜日 １４：００～   

               ※8 月 3 日，8 月 17 日，9 月 7 日はお休みします。 

相談料：会員は無料。会員以外は１件 3,000 円です。 

 

予約はホームページの「相談会」のお申し込みフォームから 

または関住協事務局 TEL 06-4708-4461 まで 
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ちがいさがし 

上の絵と下の絵で８つのちがいがあります。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回答ははがきに下の絵を貼り付け、ち

がう所に印をつけてください。住所、

氏名、年齢、さらに余白にこの号をお

読みになった感想などもお書きくだ

さい。締め切りは 8 月 23 日。正解者

の中から抽選で 5 名の方に図書カー

ド（500 円分）をプレゼントします。

発表は図書カードの発送に替えさせ

て頂きます。 

編集部から 前回の「ちがいさがし」

には 15 人の方から回答が寄せられ、次の

ようなコメントも記されていました。 

「結露対策の記事が大変参考になりま

した。これからも家のお手入れの記事を

載せて頂ければと思います。」（枚方市 24

歳） 

「「物言う管理組合」の話は衝撃的でし

た。自分達で調べて動く事の大事さを痛

感です。」（堺市 45 歳） 

 

▽関住協事務所のお盆休みは8月13日～ 

16日とさせていただきます。19日から通 

常の業務です。くれぐれも熱中症などに

気をつけて、楽しい夏をお過ごし下さい。 


